
平
成
二
十
年
内
閣
府
令
第
八
十
六
号

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
置
か
れ
る
課
等
）

第
一
条
　
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
、
総
務
課
、
法
令
等
遵
守
担
当
室
及
び
主
任
調
整
官
二
人
を
置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
総
務
課
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
セ
ン
タ
ー
の
官
印
及
び
セ
ン
タ
ー
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
に
係
る
会
計
及
び
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
セ
ン
タ
ー
所
属
の
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
セ
ン
タ
ー
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
セ
ン
タ
ー
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
八
条
の
五
第
一
項
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
五
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
職
員
の
離

職
に
際
し
て
の
離
職
後
の
就
職
の
援
助
（
以
下
「
再
就
職
支
援
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
再
就
職
支
援
の
依
頼
の
受
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
五
第
二
項
に
定
め
る
官
民
の
人
材
交
流
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
法
令
等
遵
守
担
当
室
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
法
令
等
遵
守
担
当
室
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
再
就
職
支
援
に
関
す
る
事
務
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
（
以
下
「
法
令
等
遵
守
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
再
就
職
支
援
に
関
す
る
事
務
に
係
る
法
令
等
遵
守
に
つ
い
て
の
情
報
の
収
集
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
再
就
職
等
監
視
委
員
会
そ
の
他
の
行
政
機
関
に
対
し
、
再
就
職
支
援
に
関
す
る
事
務
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

四
　
再
就
職
支
援
に
関
す
る
事
務
に
係
る
法
令
等
遵
守
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

２
　
法
令
等
遵
守
担
当
室
に
、
室
長
を
置
く
。

３
　
室
長
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
主
任
調
整
官
の
職
務
）

第
四
条
　
主
任
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
再
就
職
支
援
に
関
す
る
事
務
を
行
う
（
総
務
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
内
閣
府
令
第
四
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
内
閣
府
令
第
五
七
号
）

こ
の
府
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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